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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２４年１２月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年１２月５日（月） ０９時２０分ごろ 

発生場所 山口県萩
はぎ

市萩港北西方沖  

 萩市所在の虎ヶ埼
と ら が さ き

灯台から真方位２７８°５,１５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２８.０′ 東経１３１°２０.５′） 

事故調査の経過  平成２４年３月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 恵比須
え び す

丸、５.２トン 

ＹＧ２－７９４２（漁船登録番号）、個人所有 

１１.９６ｍ（Lr）×２.９０ｍ×０.８９ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４０４.５３kＷ、平成９年１１月１０日 

Ｂ プレジャーモーターボート 翔
しょう

陽
よう

丸、５トン未満 

   ２９１－３２４０３山口、個人所有 

   ６.６６ｍ（Lr）×２.０８ｍ×０.８６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５４.４３kＷ、平成４年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 昭和４９年１２月３日 

    免許証交付日 平成２０年８月２７日 

           （平成２６年８月１９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 昭和５０年１２月５日 

    免許証交付日 平成１８年７月１９日 

           （平成２４年４月３０日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（同乗者） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷船尾に亀裂及び破損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、萩港北西方沖を萩市相島漁港

に向け、船長Ａが、椅子に腰を掛け、約１４ノットの速力で手動操舵
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により北西進していた。 

 船長Ａは、本事故発生場所付近において、休日には釣り船が多数出

ていることを知っていたが、平日であり、波も高いので、釣り船など

の小型船はいないものと思っていた。 

 船長Ａは、船首の浮上により船首方に死角があるので、レーダー画

面に他船らしき映像を認めたとき、船首を左右に振って船首方を目視

することとしていたが、他船の映像を認めずに航行していたところ、

平成２３年１２月５日０９時２０分ごろ、Ａ船の船首とＢ船の船尾と

が衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、萩港北西方

沖において錨泊中、船長Ｂが、同乗者と共に釣りを行っていたとこ

ろ、船尾方約２,０００ｍにＢ船に向かって接近してくるＡ船に気付

いた。 

 船長Ｂは、本事故発生場所付近において、これまでもＢ船に向かっ

て接近してくる船が多数あったが、約１００ｍに接近するまでには針

路を変えてＢ船を避けていたので、Ａ船もいずれ針路を変えてＢ船を

避けるものと思っていたところ、Ａ船がＢ船に向いたまま約３０ｍに

接近したので衝突の危険を感じ、大声で叫んで手を振ったが、Ａ船が

そのまま接近し、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 Ｂ船は、衝突の衝撃により同乗者１人が、落水してＢ船の船体縁部

につかまっていたところ、船長Ａが、Ｂ船に移乗して落水者をＢ船に

引き上げた。 

 Ａ船は、自力で航行し、Ｂ船を萩港港口までえい
．．

航したのち、萩港

に入港した。 

 Ｂ船は、自力で航行できたが、Ａ船に萩港港口までえい
．．

航されたの

ち、自航して萩港に入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ 

 その他の事項  Ａ船のレーダー画面には、波の映像が多数映っていた。 

 船長Ｂ及び同乗者３人は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、萩港北西方沖を北西進中、船長Ａが、レーダー画面に他船

らしき映像を認めたとき、船首を左右に振って船首方を目視し、船首

方の死角を補うこととしていたものの、他船の映像を認めなかったこ

とから、船首方の死角を補うことをせずに航行し、Ｂ船と衝突したも

のと考えられる。 

 船長Ａは、レーダー画面に波の映像が多数映っていたことから、他
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船の映像を探知できなかった可能性があると考えられる。 

 Ｂ船は、萩港北西方沖において錨泊中、船長Ｂが、Ａ船がＢ船に接

近していることに気付いたが、航行中のＡ船がいずれＢ船を避けるも

のと思っていたところ、Ａ船がＢ船に約３０ｍまで接近したので衝突

の危険を感じ、叫ぶとともに手を振って注意を喚起したものの、Ａ船

と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、萩港北西方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が錨泊

中、船長Ａが、レーダー画面に他船の映像を認めなかったため、船首

を左右に振って目視により船首方の死角を補うことをせずに航行し、

両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・波のあるときは、レーダー画面に波の映像が映り、小型船の映像

を認めにくくなるので、レーダーに頼らず、目視による見張りも

行うこと。 

 ・錨泊中は航行中の他船が必ず避けるものと思い込まず、注意喚起

を早期に行うこと。 

 




